
機密性2 健康保険組合における保険料の負担割合 
 

 健康保険法における事業主と被保険者の保険料の負担割合は、法令によりそれぞれ二分の
一を負担するとされているが、健康保険組合は、事業主の負担割合を増加することができると
されており、28年度末時点では全体の66％の組合において、事業主が二分の一を上回る保険
料を負担している。 
 
【負担割合別組合数】 

 
 
 
 
 

 
                                             ※出典「健康保険組合の現勢（平成29年3月末現在）」 

 
【関係法令】 
 ○健康保険法 第161条第1項 
   被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。ただし、任意継続被保険 
  者は、その全額を負担する。 
 
 ○健康保険法 第162条  
   健康保険組合は、前条第1項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額 
  又は介護保険料額の負担割合を増加することができる。 

負担割合 
（事業主：被保険者） 

50：50 左記以外 

組合数 475 924 

割合 34.0％ 66.0％ 
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